
  

 

 

  

 

 

税務・財務に関する情報を使いこなすことができれば、 

より豊かな人生が送れるものと確信しています。 

私どもは、情報を、どう使いこなすか？につきまして、 

何らかのお役に立てればと願っております。 

情報に目を通していただき、ご自身にどう当てはめたらよいのか！ 

お考えいただき、お分かりにくい点につきまして、弊社の担当者が 

お伺いした場合に、ご一緒に検討させていただきたく存じます。 

税務・財務に関する情報の提供を通じて、お客様の繁栄と、平安に、 

少しでも貢献できればと願います。 

 友 弘 正 人 
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新型コロナウイルスによる税制支援措置 

～緊急経済対策が閣議決定されました～ 
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税制面での支援措置一覧（令和 2 年 4 月 20 日閣議決定） 

国税 

（1）納税の猶予制度の特例 

（2）欠損金の繰り戻しによる還付の特例 

（3）テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 

（4）文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した 

観客等への寄附金控除の適用 

（5）住宅ローン控除の適用要件の弾力化 

（6）消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例 

（7）特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税 

地方税 

（8）徴収の猶予制度の特例 

（9）中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税

の軽減措置 

（10）生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長 

（11）イベント等を中止した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除 

の適用に係る個人住民税における対応 

（12）自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 

（13）住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応 

（14）耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化 

 

支援措置の各項目内容 

（1）納税の猶予制度の特例（（8）地方税も国税と同様） 

・令和２年２月１日以後における一定の期間 （１か月以上）において、収入が前年同

期比概ね２０％以上の減少があった場合について１年間納税を猶予する。 

・一時の納税が困難と認められる場合（少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮す

るなど納税者の置かれた状況に配慮する）に適用。 

・基本的に全ての税目が対象（社会保険料も「国税の徴収の例による」こととされてい

るため同様の扱いが可能）。 

・令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期限が到来する国税について適

用。 

・担保提供は不要で、延滞税（延滞金）は免除。 

・関係法令施行から 2 ヶ月後又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要。 
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（2）欠損金の繰り戻しによる還付の特例 

・現在、中小企業（資本金１億円以下の法人）に認められている青色欠損金の繰戻し還

付について、いわゆる中堅企業（資本金１億円超 10 億円以下の法人）も適用でき

ることとする。 

・令和２年２月１日から令和４年１月 31 日までの間に終了する事業年度に生じた欠

損金に適用。 

〇繰戻による還付のイメージ 

（前期の所得（黒字）1,000、当期の欠損（赤字）400 の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 

・中小企業者等が、テレワーク等のための設備の取得等をした場合に、中小企業経営

強化税制の適用を受けることができる。 

 （対象税目：法人税、所得税） 

・具体的には、以下の設備について、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に

基づき取得等をした場合に、設備の即時償却又は設備投資額の７％（資本金が

3,000 万円以下の法人または個人事業主は 10％）の税額控除をすることができる。 

・適用期限は令和３年３月３１日（現行制度と同期間）。 

 現 行 テレワーク等設備の追加 

類型 生産性向上設備 収益力強化設備 デジタル化設備 

要件 
生産性が旧モデル比年平均

1％以上向上する設備 

投資収益率が年平均５％ 

以上の投資計画に係る設備 

遠隔操作、可視化、自動制御化

のいずれかに該当する設備 

対象 

設備 

機械装置 

測定工具及び検査工具 

器具備品 

建物附属設備 

ソフトウェア 

機械装置 

工具 

器具備品 

建物附属設備 

ソフトウェア 

機械装置（160 万円以上） 

工具（30 万円以上） 

器具備品（30 万円以上） 

建物附属設備（60 万円以上） 

ソフトウェア（70 万円以上） 
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（4）文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権 

を放棄した観客等への寄附金控除の適用（（11）の個人住民税は条例指定分） 

・政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツイベントを中止等した結果、主催者

に大きな損失が生じている状況を踏まえ、文化芸術・スポーツに係る一定のイベン

トの入場料等について、観客等が払戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金

額について、寄附金控除（所得控除又は税額控除）の対象とする。 

  ※個人住民税の税優遇については、居住している自治体に確認。 

（注１）不特定かつ多数の者を対象とするイベントであって、令和２年２月１日か 

ら令和３年１月 31 日までに日本国内で開催する予定だったものであり、

かつ、現に中止等されたものを対象とする。  

（注２）本特例を用いた寄附金控除の対象金額は 20 万円を上限とする。その他の

要件等については、現行の寄附金控除と同様とする。 

◆寄付金控除の適用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）住宅ローン控除の適用要件の弾力化（（13）個人住民税も所得税と同様） 

①控除期間が 13 年に延長された住宅ローン控除について、新型コロナウイルス感染

症の影響により入居期限（令和 2 年 12 月 31 日）に遅れた場合でも、一定期日ま

でに住宅取得等の契約を行っているなどの要件を満たしている場合は、特例措置の

対象とする。（令和 3 年分以後の所得税について適用。） 

 

 

 

 

   

【主催者】 

⇩ 

【文化庁等】 

 

⇩ 

【主催者】 

 

⇩ 

【観客等】 

 

文化庁等の申請。 

 

主催者に特例対象イベント証明書(仮)等を交付。当該イベント名

等を公表。 

 

払戻請求権を放棄した観客等に対し、特例対象イベント証明書

(仮)のコピー、払戻請求権放棄証明書(仮)を交付。 

 

確定申告の際、特例対象イベント証明書(仮)のコピー、払戻請求

権放棄証明書(仮)を申告書に添付。 

令和 2 年 12 月 31 日

までに入居 

契約期限等の要件(※)を満たし、 

令和 3 年 12 月 31 日 

までに入居 
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 ※以下の期限までに契約が行われていること 

    〇新築の場合            ・・・令和 2 年 9 月末まで 

    〇建売住宅・中古住宅の取得、増改築等・・・令和 2 年 11 月末まで 

   ②中古住宅を取得した場合の住宅ローン控除の入居期限要件（取得日から 6 ヵ月以内）

について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ

たことにより入居が遅れた場合でも、一定の期日までに増改築等の契約を行ってい

る等の要件を満たす場合は、入居期限を「増改築等完了の日から 6 ヵ月以内」とす

る。 

 

 

 

 

※以下の期限までに増改築等の契約が行われていること 

    〇中古住宅の取得日から 5 ヵ月後まで 

    〇特例法施行の日から 2 ヵ月後まで 

 

（6）消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例 

   ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、次の要件に該当する

ときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後で

あっても、課税事業者を選択する（又はやめる）ことが可能とする特例を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・本特例を受けて、課税事業者を選択する場合、課税事業者を 2 年間継続する必要は

ありません。翌課税期間において課税事業者の選択をやめることも可能です。 

   （注）免税事業者になることができるのは、その課税期間の基準期間（法人は前々事業

年度、個人は前々年）における課税売上高が 1,000 万円の事業者等です。 

中古住宅取得の日から 

6 ヵ月以内に入居 

契約期限等の要件(※)を満たし、 

増改築等完了の日から 

6 ヵ月以内に入居 

要件 

①特例に係る法律（案）の施行後に申告期限が到来する課税期間において、 

②新型コロナウイルス感染症の影響により、 

 令和 2 年 2 月 1 日から令和 3 年 1 月 31 日までの期間の内、 

 一定期間（1 ヵ月以上の任意の期間）の収入が、 

 著しく減少（前年同期比概ね 50％以上）した場合で、かつ、 

③当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合 

 （注）原則として、消費税の申告期限は以下の通り。 

   法人：課税期間の終了の日の翌日から 2 ヵ月 

   個人：課税期間の翌年の 3 月末 
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  ※参考※ 

  【簡易課税制度の適用に関する特例について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税の簡易課税制度の適用に関しては、現行法において、「災害その他やむを

得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています

（消費税法 37 条の２）。 

新型コロナウイルス感染症の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度

の適用を受ける（又はやめる）必要が生じた場合、税務署長の承認を受けること

により、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける（又はや

める）ことができます。 
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（7）特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税 

・公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルス感染症によりその経営に影

響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税を非

課税とする。 

（注）既に契約を締結し印紙税を納付した者に対しては、遡及的に適用し還付を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8）徴収の猶予制度の特例⇒上記（1）参照 

 

（9）中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税 

及び都市計画税の軽減措置 

   ・以下の要件を満たす中小事業者等（原則として業種限定せず）を対象とし、以下に掲

げる固定資産税及び都市計画税の割合を減額する。 

   ・令和 2 年 2 月～10 月までの任意の 3 ヵ月間の売上高が、前年同期間と比べて、 

30％以上 50％未満減少している者 2 分の１ 

50％以上減少している者 全額 

   ・償却資産と事業用家屋を対象とする。（事業用の土地は対象外） 

   ・令和 3 年 1 月 31 日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて各市町村に

申告した者に適用する。虚偽の記載をした場合の罰則を設ける。 

   ・当該措置は令和 3 年度の課税分に限定。 

 

     

 

 

 

不動産所有者等がテナント等の賃料支払いを減免した場合や、書面等により 

一定期間、賃料支払いを猶予した場合も収入の減少として扱われる見込み。 
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（10）生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長 

   ・現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条

例に沿って、投資後 3 年間固定資産税が免除されるが、本特例の適用対象に「事業

用家屋」と「構築物」を追加するとともに、令和 3 年 3 月末までとなっている適用

期限を 2 年間延長する。 

 

対象地域 全国 1,646 自治体（うち 1,642 がゼロ） 

※導入促進基本計画の同意を受けた市町村 

対象設備 機械装置・器具備品などの償却資産 

※旧モデル比で生産性が年平均 1％以上向上するもの 

事業用家屋と構築物を対象追加 

・事業用家屋は取得価額の合計額が 300 万円以上の先端設備等

とともに導入されたもの 

・構築物は取得価額が 120 万円以上（1 台又は 1 基）、旧モデル

比で生産性が年平均 1％以上向上するもの 

特例措置 固定資産税（通常、評価額の 1.4％）について、 

投資後 3 年間、ゼロ～1/2 に軽減 

 ※軽減率は各自治体が条例で定める 

 

（11）イベント等を中止した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への

寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応⇒上記（4）参照 
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（12）自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 

   （環境性能割は令和元年 10 月に廃止された自動車取得税に代わり、自動車の購入時
に課税される税金です。） 

◆現行制度 

 

 

 

 

 

 

 

◆税率 1％分軽減する特例措置について適用期限を６ヶ月延長し、令和３年３月 31

日までに取得したものを対象とする。 

 
（13）住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応 

⇒上記（5）参照 
 

（14）耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化 
    ◆現行制度 

    

 

 

 

 

 

    ◆対応（案） 

     ・新型コロナウイルス感染症の影響によって特例対象住宅をその取得の日から６ヵ

月以内に居住の用に供することができない場合において、次に掲げる要件を満た

すときは、当該特例措置を適用できることとする。 

①耐震改修に係る工事の請負契約を、当該住宅の取得の日から５ヵ月を経過す 

る日又は法律の施行の日から２ヵ月を経過する日のいずれか遅い日までに締結

していること。  

②耐震改修に係る工事の終了後６ヵ月以内に、当該住宅を居住の用に供すること。 

⇒令和３年度末入居分までの特例措置 

※この資料は、財務省等から提供されている作成時点（令和 2 年 4 月 21 日現在）の資料を

基に作成しています。今後新型コロナウイルス感染症に関する情報については、変更され

る場合がありますので、最新の情報をご確認下さい。 

・令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日までの間に取得した自家用 

乗用車（新車・中古車）について自動車税環境性能割及び軽自動車税環境

性能割の税率を 1％分軽減する。 

      [登録車]            [軽自動車] 

税率 臨時的軽減  税率 臨時的軽減 

非課税 非課税  非課税 非課税 

1.0％ 非課税  1.0％ 非課税 

2.0％ 1.0％  2.0％ 1.0％ 

3.0％ 2.0％    

 

・耐震基準不適合中古住宅について、その取得の日から 6 ヶ月以内に耐震改

修を行い、耐震基準に適合することにつき証明を受け、かつ、入居した場

合に、当該住宅が新築された時点に応じて一定額に税率を乗じて得た額を

軽減する。 

 
６ヶ月以内 


